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人間環境大学ティーチング・アシスタント規程 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、人間環境大学大学院の優秀な学生に対し、教育的配慮の下に学部学生に

対する講義、実験、実習、演習等の教育補助業務を行わせ、これに対する手当支給によ

り、学生の処遇の改善に資するとともに、大学教育の充実および指導者としてのトレー

ニングの機会提供を図るため、必要な事項を定める。 

（名称） 

第 2 条 前条に定める教育補助業務を行う者の名称は、ティーチング・アシスタント（以下「Ｔ

Ａ」という）とする。 

（身分） 

第 3 条 ＴＡは、本学の非常勤職員とする。 

（職務内容） 

第 4 条 ＴＡの職務内容は、学部学生に対する講義、実験、実習、演習等の教育補助業務とす

る。 

  ２ ＴＡは前項の教育補助業務の具体的な資質の養成や向上を図るために、本学の専任教

員が実施する研修会を受講するものとする。 

（応募資格） 

第 5 条 ＴＡに応募できる者は、本学大学院に在学中の大学院学生とする。 

（募集および選考） 

第 6 条 ＴＡの募集および選考は、別に定める選考基準に従い、研究科委員会において行う。 

（任用期間） 

第 7 条 ＴＡの雇用期間は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間内とする。 

（勤務時間） 

第 8 条 ＴＡの勤務時間は、月 40時間（週 10 時間程度）以内を標準とし、当該学生が受ける

研究指導および授業等に支障が生じないよう配慮するものとする。 

（勤務状況の確認） 

第 9 条 ＴＡの勤務状況の確認は出勤簿（勤務表）により行う。 

（給与） 

第 10 条 ＴＡの給与については、当該年度毎に別に定める。ただし，給与は時間給のみとす

る。 

（補則） 

第 11 条 この規程に定めるもののほか、ＴＡ制度の実施について必要な事項は、研究科委員

会において定めるものとする。 

（規程の改廃） 

第 12 条 この規程の改廃は、運営会議の議を経て、学長が決定する。 

 

附則 この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、平成 27 年 4 月 1日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、平成 28 年 8 月 31日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、令和元年 5 月 22日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、令和６年４月１日から施行する。 

 


